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●
問
い
合
わ
せ

児
童
福
祉
課
へ
内
線
１
５
３
３

私は児童手当を受けられますか？

３歳未満の児童だけで

すか？

現況届を提出

してください

現在、児童手当を受けていますか？

はは
いい

義務教育就学前の児童も養育して

いるかたは現況届と額改定請求書

を提出してください

い
い
え

はは
いい

認定請求書を９月29日

までに市役所に着くよ

うに郵送するか、窓口

に直接提出してくださ

い。３歳未満の児童を

養育しているかたは、

お問い合わせください

対
象
者

６
月
１
日
現
在
、
義
務
教
育
就
学
前
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
、
所
得
限
度
額
未

満
の
か
た
。

※
所
得
限
度
額
は
、表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い

手
当
の
額
と
支
給
月

第
１
子
お
よ
び
第
２
子
は
月
額
５
千
円
、

第
３
子
以
降
は
月
額
１
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。な
お
、手
当
は
２
月
・
６
月
・
１０
月
に

そ
れ
ぞ
れ
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

必
要
な
手
続
き

児
童
の
養
育
者
か
ら
の
申
請
が
必
要
で

す
。
就
学
前
児
童
の
い
る
家
庭
に
は
、
市

か
ら
認
定
請
求
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
し
、
書
類
を
添
え
て
、

直
接
ま
た
は
郵
送
で
児
童
福
祉
課
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
認
定
請
求
書
の
ほ
か
に
年
金
加
入
証
明

書
、
所
得
証
明
書
な
ど
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す

い
つ
手
続
き
す
れ
ば
い
い
の
で
す
か
？

◆
児
童
手
当
を
現
在
受
け
て
い
る
か
た

現
況
届
を
６
月
３０
日
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
義
務
教
育
就
学
前
の
お
子
さ

ん
も
い
る
場
合
は
額
改
定
請
求
書
も
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
１０
月
１
日
以
降
の
申
請
に
つ
い
て
は
、申

請
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す

◆
児
童
手
当
を
現
在
受
け
て
い
な
い
か
た

▼
３
歳
〜
義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
か
た
…
６
月
１
日
か
ら
郵
送

お
よ
び
窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
。
郵
送
の

場
合
、
郵
便
が
市
に
配
達
さ
れ
た
日
が
申

請
日
と
な
り
ま
す
。
９
月
２９
日
ま
で
に
申

請
さ
れ
た
場
合
は
、
６
月
分
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
▼
３
歳
未
満
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
か
た
…
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
手
当
は
申
請
し
た
翌
月
分

か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す

い
い
え

児
童
手
当
は
、
３
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
か
た
に
支
給
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
６
月
１
日
か
ら
支
給
対
象
年
齢
が
６
歳
の
就
学
前
児
童
に

拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
就
学
前
児
童
の
い
る
家
庭
に
は
、
市
か
ら
６
月
中
旬

ま
で
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■所得限度額表 表１

厚生年金
加 入 者

３６９万円未満

４０７万円未満

４４５万円未満

４８３万円未満

５２１万円未満

１人増すごとに３０万円加算
※平成１１年分所得が所得限度額以上の場
合、手当は支給されません

国民年金
加 入 者

１７８万円未満

２１６万円未満

２５４万円未満

２９２万円未満

３３０万円未満

前 年 の
扶養人数

０人

１人

２人

３人

４人

５人以上

広報さやま

平成12年6月10日号

広報さやま

平成12年6月10日号


